
 

 

町 有 財 産 貸 付 契 約 書（案） 

 

益城町（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）とは、町有財産の貸付けに

ついて、次のとおり契約を締結する。 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 （貸付財産） 

第２条 甲は、その所有する次の財産（以下「貸付財産」という。）を乙に貸し付ける。 

 (１) 所  在：益城町大字宮園７０２ 

 (２) 名  称：益城町役場庁舎 

 (３) 面  積：約１㎡ 

 (４) 使用部分：別図のとおり 

 （使用目的） 

第３条 乙は、貸付財産を自動販売機設置場所として自ら使用しなければならない。 

 （貸付期間） 

第４条 貸付期間は、令和５年５月１日から令和８年４月３０日までとする。 

２ 前項の期間は、更新しないものとする。 

 （貸付料の金額及び支払） 

第５条 貸付料は、年額       円とし、乙は、甲の発行する納入通知書により、次に定

めるところに従って納入するものとする。 

区  分  納 入 金 額 納 入 期 日  

令和５年度分納入分   円 令和  年  月  日 

令和６年度分納入分   円 令和  年  月  日 

令和７年度分納入分   円 令和  年  月  日 

 （遅延利息） 

第６条 乙は、貸付料を前条に定める期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支

払をする日までの日数に応じ、その未支払額について政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の財務大臣の決定する率で計算して得た金額に相

当する遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 （契約保証金） 

第７条 乙は、この契約の締結までに、契約保証金として金（貸付料総額の１０パーセント以上）

円を甲に納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金には、利息を付けない。 

３ 第１項の契約保証金は、第１４条第１項の違約金及び第１６条第２項の損害賠償の予定又は

その一部と解釈しないものとする。 

４ 甲は、乙がこの契約の義務を履行しないときは、第１項の契約保証金を甲に帰属させること

ができる。 



 

 

 （契約不適合） 

第８条 乙は、この契約締結後、貸付財産に数量の不足その他契約の内容に適合しないものを発

見しても、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができない。 

 （権利譲渡等の禁止） 

第９条 乙は、貸付財産を転貸し、若しくは賃借権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはなら

ない。 

 （自動販売機の設置、運営及び管理） 

第１０条 乙は、自動販売機の設置、運営及び管理について、｢令和５年度益城町役場庁舎自動販

売機設置者募集要項｣（以下｢募集要項｣という。）の内容を遵守し、安全面及び衛生面に十分配

慮しなければならない。 

 （現状変更） 

第１１条 乙は、貸付期間の途中で自動販売機の入替えをしようとするときは、事前に書面によ

り甲に申請し、その承認を得なければならない。 

 （管理義務及び修繕義務等） 

第１２条 乙は、貸付財産を善良なる管理者の注意をもって維持保存しなければならない。 

２ 甲は、貸付財産の修繕義務を負わないものとし、貸付財産の維持保存、改良その他の行為に

要する費用は、全て乙の負担とする。 

 （滅失又は毀損の報告） 

第１３条 乙は、貸付財産の全部又は一部が滅失し、又は毀損した場合には、直ちに甲にその状

況を報告しなければならない。 

 （違約金） 

第１４条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額を違約金として

甲に支払う。 

(１) 甲の承認を得ずに第３条又は第９条に違反したとき。 貸付料の年額の３割に相当す

る金額 

(２) 第１１条又は前条に違反したとき。 貸付料の年額の１割に相当する金額 

２ 前項の違約金は、第１６条第２項に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。 

 （契約の解除） 

第１５条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、第４条第１項の貸付期間にかかわらず、

この契約を解除することができる。 

(１) 甲において、貸付財産を公用若しくは公共用に供するとき又は甲が特に必要と認め貸

付財産を必要とするとき。 

(２) 乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。 

(３) この契約に係る募集要項に定める応募資格要件について、偽って応募したことが明ら

かになったとき又は応募資格要件を満たさなくなったとき。 

(４) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は



 

 

熊本県暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号。以下「条例」という。）第２

条第４号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき。 

(５) 乙又は乙の使用人（条例第２条第４号に規定する公安委員会規則で定める使用人をい

う。以下同じ。）が乙の行う事業に関し法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りなが

ら、暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益を供与したと認められるとき。 

(６) 乙又は乙の使用人が乙若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を加える

ことを目的として暴力団の威力を利用したと認められるとき。 

 

※（法人の場合は、（３）以下は次のとおり記載する） 

(４) 乙が熊本県暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号。以下「条例」という。）

第２条第４号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき。 

(５) 乙の役員又は使用人（条例第２条第４号に規定する公安委員会規則で定める使用人を

いう。以下同じ。）が乙の行う事業に関し暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以

下「暴力団」という。）の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを

知りながら、法第２条第６号に規定する暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益を

供与したと認められるとき。 

(６) 乙の役員又は使用人が乙若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を加え

ることを目的として暴力団の威力を利用したと認められるとき。 

３ 乙は、乙の都合によりこの契約を解除する場合は、解除を希望する日の少なくとも３か月前

までに甲に対して書面でその旨を申し出なければならない。 

 

 （損害賠償） 

第１６条 前条の規定によるこの契約の解除によって生じた乙の損失については、甲は、なんら

その責めを負わないものとする。 

２ 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当

する金額を損害賠償として甲に支払うものとする。 

３ 乙は、明らかに甲の管理のかしが認められる場合を除き、乙の管理下にある自動販売機に起

因する事故、故障等を原因とする第三者へ与えたいかなる損害についても賠償する責に任ずる

ものとする。この場合において、乙の過失の有無を問わないものとする。 

 （契約保証金の返還） 

第１７条 契約保証金は、乙がこの契約に基づく義務の履行を終わったときに返還するものとす

る。ただし、乙が貸付料その他の支払いを怠ったときは、甲は、契約保証金をもってその弁済

に充当することができる。 

 （原状回復義務） 

第１８条 乙は、貸付期間が満了したとき又は第１５条の規定によりこの契約が解除されたとき



 

 

は、甲の指定する期日までに、乙の費用で原状に回復して甲に返還しなければならない。ただ

し、甲が承認した場合は、この限りでない。 

 （貸付料の返還） 

第１９条 既納の貸付料は、乙の都合により借受けを取りやめた場合又は乙の責めに帰すべき事

由により貸付けの取消し若しくは変更をした場合には、返還しないものとする。ただし、甲の

都合により貸付けの取消し又は変更をした場合その他特別の理由があると認める場合は、未経

過期間に係る貸付料の全部又は一部を返還するものとする。 

２ 前項の返還金の計算は経過した最後の月までの月割りで算定し、差額分を乙の請求をもって

返還するものとし、利息は付さないものとする。 

 （契約の費用） 

第２０条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て乙の負担とする。 

 （疑義等の解決） 

第２１条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、

乙協議のうえ、解決するものとする。 

 

 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その１通を所

持する。 

 

  令和  年  月  日 

 

             甲 熊本県上益城郡益城町大字宮園７０２番地 

益城町 

               益城町長 西村 博則 

 

             乙 

 

 

 

 

 

 

 


